
1. 本稿の背景および目的
遺伝子操作技術を応用した治療等が, 昨今, 耳目

を集めている. 石井によれば, ゲノム編集の研究は

急速に広がりを見せているという. たとえば, ゲノ

ム配列の任意の場所を改良できる, 遺伝子改変の新

たな技術である CRISPER/Cas9 (Clustered regu-

larly interspaced short palindromic repeats, 以

下, CRISPER/Cas9 と示す) 関連の論文報告数は,

2013 年には 300 未満だったのが, 2016 年度末には

4700 を超えている状況である (石井, 2017). この

ような医療の急速な進歩は, 人類の幸福に寄与する

という恩恵がある一方で, 操作対象が人間であるこ

ともあり, さまざまな倫理的・社会的問題を引き起

こしかねない. その懸念の一つが, 遺伝子操作技術

を用いた医療技術が, 治療目的だけではなく, 身体

能力や精神の向上, 増強にも利用され, 人間そのも

のが非治療的な操作対象に据えられてしまうという,

エンハンスメントの問題である.

生命環境倫理ドイツ情報センターは, 『エンハン

スメント：バイオテクノロジーによる人間改造と倫

理』 の中で, エンハンスメントの種類を次のように

分類している. すなわち, ①遺伝子技術, ②小児科

における成長ホルモン剤の使用, ③向精神薬の使用,

④美容整形, ⑤スポーツにおけるドーピング, の 5

つである (生命環境倫理ドイツ情報センター, 2007).

このように, エンハンスメントの行動分野として以

上の５つが挙げられているが, スポーツにおけるドー

ピングもその一分野として確認できる. 事実, 2003
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年には, 世界アンチ・ドーピング機構 (以下,

WADAと示す) が出している ｢アンチ・ドーピン

グ規程｣ の中に遺伝子ドーピングが加えられ, スポー

ツ界は, 遺伝子技術を援用したドーピングを現実の

ものとして懸念していることがわかる.

ドーピング問題が大きな倫理的, 社会的課題の一

つとなっている競技スポーツ界において, この遺伝

子ドーピングの登場は憂慮すべき事案であったと推

察し得る. 2002 年には, WADAによる遺伝子ドー

ピングに関する会議 ｢バンベリー・ワークショップ｣

が開催され, 遺伝子操作技術がスポーツ界に持ち込

まれることによって想定され得る危険性が, 議論の

対象となった. 遺伝子ドーピングに対し, 明確な脅

威を認識していることを示すとともに, 学際的な対

応や政府レベルにおける対応が求められたのである.

しかし, 一方で, 倫理学的研究や教育が必要である

という視点については, 勧告に留まっており, 当該

問題に対する根本的な考察が急務である1.

このような現況に鑑み, 本稿ではまず, 遺伝子操

作技術一般が包含している倫理的問題性を精査する.

その上で, 競技スポーツ界において問題となってい

る遺伝子ドーピングの倫理的問題性を浮き彫りにす

る. ここでは, 遺伝子操作技術一般における問題性

と重なるものもあれば, 遺伝子ドーピングに固有の

問題性もあることへの気づきがねらいである. 最後

に, 浮き彫りとなった倫理的問題性の前提として根

底に存する, 遺伝子を操作することの道徳的是非に

焦点をあて, 哲学的に考察することを主たる目的と

する. ここでは, 遺伝子という非人格をめぐる道徳

的地位をめぐる問いが主題となる.

上述のような原理的考察は, 競技スポーツ界が直

面している遺伝子ドーピングの実際的応答に対して

も, 一石を投じ得ると言えよう.

2. 遺伝子ドーピングにおける倫理的問題性
2－1. 遺伝子操作技術の実際

遺伝子操作は, 大別すると, 体細胞操作と生殖系

列細胞操作 (以下, 生殖細胞操作と記す) とに分類

される. 前者は操作の対象が体細胞であるのに対し,

後者は操作の対象が生殖に関わる細胞, すなわち,

卵細胞, 精細胞, 受精卵などが対象となる. したがっ

て, 生殖細胞操作は, 細胞に対する人為的介入が,

世代間にわたり受け継がれていくという独自の特性

が認められる.

体細胞操作に関して, 実際にどのような研究成果

が存在するのか確認してみると, 肉体的増強のため

の能力向上技術としてすでに知られているものとし

て, 遺伝子操作による筋作用, 筋機能の向上がある.

たとえば, インスリン様成長因子遺伝子を細胞に導

入することによって, マウスの骨格筋を異常肥大さ

せる成功例が報告されている (Barton-Davis et al.,

1998). あるいは, 遺伝子操作によって筋肉を増強

させる別の方法としては, 細胞外部からDNAを導

入し, 遺伝的形質を変化させた, 形質転換動物を用

いた実験成功例が存在する (Musar�et al., 2001).

また, 知力に関する研究については, 記憶力向上の

ための研究がよく知られている. 1990 年代には,

ショウジョウバエやマウスの記憶に関わる遺伝子を

操作して記憶力を向上させた実験結果が報告されて

いるという (Sandel, 2007).

一方, 森岡の指摘によれば, 生殖細胞の遺伝子治

療については, 1992 年にアメリカの ｢責任ある遺

伝学のための会議 the Council for Responsible Ge-

netics, CRG｣ が示した否定的見解が, 世界的なコ

ンセンサスとして受け入れられているという (森岡,

1995). しかしながら, 近年は事情が変わってきて

おり, 2015 年には, 中国の研究チームがヒトの受

精卵を対象に遺伝子操作を行ったという実験報告が

あるなど (Liang et al., 2015) 生殖細胞を対象と

したゲノム編集は, 着々と進められている状況が見

て取れる.

2－2. 遺伝子操作をめぐる倫理的問題性

遺伝子操作の倫理的問題性は, 実に複雑に絡み合っ

ている. というのも, 操作対象と操作目的が複数存

在し, また操作目的については明確に区別すること

が難しいという特徴があるからである. 遺伝子操作

の構造をわかりやすく纏めると, 表１のように分類

が可能である. しかし, カテゴリーごとに倫理的問

題性が綺麗に区分できるわけではなく, 各カテゴリー

日本福祉大学スポーツ科学論集 第 1巻 2018 年 3 月

― 12 ―



に内在する独自の倫理的問題性もあれば, 複数のカ

テゴリーにまたがる共通した倫理的問題性も認めら

れる.

カテゴリー A, すなわち, 治療目的の体細胞操

作については, その安全性が保証されている限り,

特筆すべき倫理的問題性は指摘されていないのが現

状である. 倫理性をめぐり是非が存在するのが, B,

C, Dについてである.

操作対象が体細胞であっても, エンハンスメント

目的の場合は, その倫理性については是非が存在す

る. また, 操作対象が生殖細胞の場合, 操作目的が

エンハンスメントではなく治療目的であっても, 疑

問の余地なく肯定されるわけではない. それは, 先

述したように, 操作対象が次世代にわたり影響を与

える, 生殖細胞であることに起因する. そして, エ

ンハンスメント目的の生殖細胞操作の場合は, 人間

の尊厳といった, 人間が生を受けるうえで根本的な

問いに直面せざるを得ないと言えよう.

以下, ①エンハンスメント目的の遺伝子操作をめ

ぐる倫理的問題性, ②生殖細胞操作をめぐる倫理的

問題性, ③有害な遺伝子とはなにか, という点に着

目し, 遺伝子操作をめぐる倫理的問題性について精

査していく.

① エンハンスメント目的の遺伝子操作をめぐる倫

理的問題性

表 1におけるカテゴリーC, Dは, エンハンスメ

ント, すなわち, 治療を超えた能力向上のための操

作となり, 疾患に対して施す医科学的介入ではなく,

正常な状態の人間に介入して, より優れた状態にす

ることを目指した措置となる. ここでは, 二つの問

題が存在することを指摘したい. 一つは, 1) 治療

とエンハンスメントの概念区別の問題であり, もう

一つには, 2) エンハンスメントのための人為的介

入の是非についてである.

治療とエンハンスメントの区別の難しさは, 事例

を挙げると理解しやすい. たとえば, 極度の近視患

者の視力を 0.01 から 1.0 の状態に治療することと,

正常な範囲の視力と思われる, 0.8 程度の視力から

3.0 や 4.0 程度の視力にまで改善させることの行為

の間に, なにか明確な質的相違があるのだろうか.

そして, 後者の場合は, 治療なのだろうか, エンハ

ンスメントなのだろうか.

このような双方の概念区別の問題については, こ

れまでに一定の先行研究の蓄積が存在する. 先に挙

げた 『治療を超えて』 においては, ｢『治療』 と 『増

強』 は範疇として重なり合っている｣ (Kass, 2003,

p.14) ということが指摘されている. また, あらゆ

る治療はある意味でエンハンスメントと見做すこと

ができ, 治療とエンハンスメントは連続性のある概

念であることから, 概念区別自体に否定的見解を示

す研究者もいる2. このような指摘を踏まえた上で,

伊吹ら (2007) は, エンハンスメントを ｢医科学的

介入のうち, 医療の目的にあまり強く合致しない改

善目的の介入｣ (p.52) とやや幅をもたせて定義づ

けしており, 竹村 (2014) は, 伊吹らの見解を参考

に, ｢心身への医科学的介入のうち, 医療の目的に

強く合致せず, ある別の目的のための手段的行為と

して, 改善や増強を意図した介入的行為｣ (p.56)

と定義している.

伊吹らや竹村の定義をふまえると, 少し曖昧な基

準ではあるが, 何を目的とした行為であるかによっ

て, 治療かエンハンスメントかという (概念的区別

ではなく) 制度的区別を設定することが可能ではな
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表 1. 遺伝子操作の分類
操作対象

体細胞 生殖細胞

操作
目的

治療
A：非遺伝的
倫理的問題はないとされている

B：遺伝的
倫理的問題について是非が存在

エンハンスメント
C：非遺伝的
倫理的問題について是非が存在

D：遺伝的
倫理的問題について是非が存在



いかと考える. すなわち, 明らかに医療目的が外在

的であり, ほかに明確な意図や目的が別途認められ

る場合は, エンハンスメントとして見做す, という,

あくまでも制度的な区別3の保証である. たとえば

先の視力の治療と改善の例で言えば, 端的に視力の

治療のみを目的として, 0.1 から 1.0 にする行為と,

ゴルフ競技などでアドバンテージを得るために 0.8

から 3.0 や 4.0 にする行為とでは, 明らかに行為の

意図や目的が異なる. 結果としていずれも視力をあ

げる行為であっても, 当該行為が治療かエンハンス

メントかという制度的区別は, その内在的目的に依

存しよう.

次に, エンハンスメントのための遺伝子操作の是

非についてであるが, 操作の対象が生殖細胞ではな

くとも, その評価は二分されている. スタインボッ

クは, ｢どんな事情で中絶を希望するにせよ, 生殖

の自由によって, 妊娠 6か月以内に中絶する権利が

女性たちに与えられるならば, 遺伝子スクリーニン

グや胚移植に制限を設ける正当な理由は見つからな

い｣4 とコメントしている. また, テレグラフ誌

(2012) においては, サヴァレスキュによる ｢道徳

的により良い子どもに育ち得るよう遺伝子を選択す

ることは倫理的義務であるとして, 積極的に親に選

択権を与えるべきだ｣5というコメントが紹介された.

一方, サンデル (2007) は, ｢筋ジストロフィーの

症状緩和や加齢に伴う筋力の低下を防ぐための遺伝

子治療は, きっと誰もが歓迎するだろう. しかし,

同じ手法が, 遺伝子改変されたスポーツ選手をつく

りだすために用いられるならばどうだろうか｣

(p.10) と疑問を呈しており, 治療であれば歓迎し

得るが, エンハンスメント目的の場合は, 手放しで

許容し得ない点が存することを指摘している.

このように, 操作対象が生殖細胞ではない場合で

も, エンハンスメント目的である場合は, その人為

的介入に対して批判的見解が一部に在る. 当該見解

をもう少し整理すると, 二つの位相に分けられよう.

一つには, ｢治療｣ あるいは ｢エンハンスメント｣

とはっきり区別し得る場合の行為であることが前提

で, なぜエンハンスメント目的の場合は許容できな

いのか, という問題点であり, もう一つには, ｢治

療｣ か ｢エンハンスメント｣ であるかはっきりせず,

グレーゾーンに当てはまるような行為である場合,

どういう行為であるか特定し得ないことに依存して

倫理的問題性もまた明確に描写できないという問題

点である.

② 生殖細胞操作をめぐる倫理的問題性

体細胞操作とは異なり, 操作対象が生殖細胞の場

合, 操作の影響が子々孫々にまで影響を及ぼすとい

う, 独自の倫理的問題性が存在する (森岡, 1995；

松田, 2005). すなわち, この人為的介入は, 操作

対象として据えられた子どもから見れば, 自身の自

由意志に基づく行為の結果ではなく, 親などの他者

から受けた人為的操作, 介入と言い得る. 当該行為

について, 松田 (2005) は, ｢生殖細胞への遺伝子

介入は一方的であり, 不可逆的で修正不可能である.

過去の威力が未来を永久に縛り続けることになる｣

(p.140) として, エンハンスメントとしての生殖細

胞操作を批判している. 他方で, 先に挙げたサヴァ

レスキュは, 性格形成に関与する遺伝子を合理的に

デザインすることは遺伝子スクリーニングの延長で

あり, 生殖細胞操作による子どものデザインもまた

肯定している6.

生殖細胞操作が倫理的に危険視されている理由は,

優生学と親和性があることが挙げられるであろう.

優生学とは, 簡単に言えば, 優れた形質を持つ人間

を増やし, 劣った形質を持つ人間を増やさないよう

にすることを目的とした社会改良運動として, 広く

世間にも知られている. 優生学が政治的イデオロギー

と結びついたとき, 第二次世界大戦中に, たとえば,

ナチス・ドイツがどのような行為を繰り広げたのか

を考えればすぐにわかることであるが, 悲惨な結果

を招き得る. 最終的に生殖管理による人種改良といっ

た国家的優性政策は, 人権上の問題から終息を迎え

た.

サヴァレスキュが指摘しているような, 遺伝子操

作技術を用いて人間をデザインすることは, 上述し

たように優生学と親和性があるものの, かつての優

生学と異なる点は, 国家的な強制による政策ではな

く, 個人の欲望に基づいているという点である. そ
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の究極が生殖細胞操作によるデザイナー・ベビーで

あろう.

デザイナー・ベビーとは, 親が思い通りの能力を

手に入れるためにデザインし, 作り上げる子どもの

ことを言う. 現実的に受精卵の段階で特定の遺伝子

を操作すれば, 日本人でも先天的に ｢青い目｣ をし

た ｢金髪｣ の子どもを作ることは可能である. 同様

に, 運動能力に関わる特定の遺伝子を突き止め, 恵

まれた体格を持ち, 酸素運搬応力に長けており, 筋

発揮能力に優れた子どもを先天的にデザインし, 足

の速い子どもを製作することは不可能とは言い切れ

ない.

このような操作によって浮かび上がる倫理的問題

性とは, 一つには, 松田が指摘したような ｢侵襲性｣

であろう. そして, その侵襲性により, 生殖に関す

る偶然性も奪われ, 人間の固有性 かけがえのな

さ も失われていくだろう. もう一つには, ｢人

間の手段化｣ を指摘したい. 親の望む通りにデザイ

ンされた子どもは, 親の欲望の対象, すなわち, な

んらかのある目的に適合した形で製作される. ｢IQ

の高い子どもをデザインする｣ ということは, ｢IQ

が高いという目的のために意図的にあらかじめデザ

インする｣ ということなのであり, 願わくばこうなっ

てほしいという思いとは一線を画す. いわば, 生ま

れながらにして手段化された子どもを生産すること

につながるわけである. そして, この ｢侵襲性｣ と

｢人間の手段化｣ という倫理的問題性によって浮き

彫りとなるもっとも重大な事態は, ｢人間の尊厳｣

が脅かされかねないという点であろう7.

③ 有害な遺伝子とは何か

操作対象が生殖細胞の場合における倫理的問題性

の独自性については上述した通りであるが, 治療と

しての生殖細胞操作の場合, 否定的見解のみが存在

するわけではない. たとえば森岡 (1995) は, ウォ

ルターズの見解を踏まえつつ, ｢生殖系列細胞の遺

伝子治療に賛成する根拠のひとつは, その効率性

(efficiency) である｣8 と指摘している. 遺伝性の病

気の場合, 疾病の因子を, 生殖細胞操作をすること

で取り除くことができれば, 個々人がそれぞれ体細

胞操作による治療を受けるよりも, より効果的に治

療を行うことができるということである. このよう

な見解は, いわゆる ｢有害な｣ 遺伝子を取り除くこ

とがよいことである, という前提のもとに成り立っ

ている. しかし, ｢有害な｣ 遺伝子とはどのような

遺伝子のことであろうか.

サンデルは, 耳に障害のある夫婦が同じく耳に障

害のある子どもを望み, その望みをかなえるために,

家族五世代にわたって聾である精子提供者を探し,

妊娠出産した実例を挙げている (Sandel, 2007).

この夫婦には批判が殺到したと指摘されているが,

夫婦にとっては聾であることは障害ではなく, むし

ろポジティブな固有の特質であると考えていたわけ

である. 一方で, 多くの健常者が, 聾であることは

障害であり, できれば避けるべき特質であるという

見解を有していたことを, 浮き彫りにもしている.

はたして, 聾であることは, 有害なのであろうか.

あるいは, 疾患や障害でなくとも, ある人間の特質,

たとえば, 目や髪の色の価値の高低はどうだろうか.

このように, 何が有害な遺伝子や特質かを特定す

ることは, そう容易ではない. さらには, 何かが有

害であると広く受け入れられてしまった場合, 人間

の優性劣性が相対的かつ意図的に顕在化し, 有害な

特質を有したと見做される者が排除の対象になりか

ねないという問題を指摘することも出来る.

これまで見てきたように, 遺伝子操作をめぐる倫

理的問題性は多様であるが, 3 つの視点から具体的

に整理してきた. とくに, 生殖細胞の場合は, 操作

する者とされる者が同一ではないということから,

より強い懸念が指摘されている.

柳澤によれば, あるものが物質ではなく生き物で

あるためには, ①自己複製をして子孫を残す, ②物

質の代謝を行う, ③外界と区別されている, という

三つの条件が求められるという (柳澤, 2001). そ

れに従えば, 遺伝子とは上述の条件を満たしておら

ず, それ自身としては生き物ではなく, 物質と見做

される. したがって, 一般的な意味において人格と

見做すことも難しい. この非人格 (物質) たる遺伝

子を操作することの倫理的是非の問題が, そもそも,

遺伝子操作 (とくに生殖細胞操作) をめぐっては
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そして, 遺伝子ドーピングの問題に向き合うた

めには 不可避と言えよう. 本稿の主題である,

遺伝子を操作することの道徳性をめぐる考察は, 第

3項において展開する.

2－3. 遺伝子ドーピングにおける倫理的問題性

さて, これまで, 遺伝子エンハンスメント一般の

技術的側面と, 付随する倫理的問題性について整理

してきたが, 競技スポーツ界における遺伝子ドーピ

ングに特化して問題性を整理したい. というのも,

遺伝子エンハンスメント一般における倫理的問題性

を, 遺伝子ドーピングは内包しているが, 競技スポー

ツ界という文脈の中における固有の倫理的問題性も

また, 認められるからである.

まず, そもそも遺伝子ドーピングとは具体的にど

のようなことか, という点について確認する.

WADA発刊の ｢禁止リストに関する国際基準｣ に

基づいて作成された, JPAドーピング・データベー

ス (2006) によると, ｢貧血や筋ジストロフィーの

遺伝子治療法を, 病気でない選手が行うことによっ

て, ヘモグロビンを増やしたり, 筋肥大を図るドー

ピング手法｣ (p.108) と説明されている. 換言すれ

ば, 健康なスポーツ選手が治療目的ではなく, 競技

力向上を意図して遺伝子治療技術を利用することで

ある.

さらに, ムンテは, 遺伝子ドーピングに結びつく

可能性がある遺伝子操作技術として, ①スポーツゲ

ノミクス, ②体細胞操作, ③生殖細胞操作, ④遺伝

的選択の四つを挙げている (Munthe, 2000). こ

のうち, とくに④の遺伝的選択は, 競技スポーツ界

における遺伝子ドーピングとして固有の倫理的問題

性を有している. 遺伝的選択とは, 個人の遺伝情報

を使用して, 特定のスポーツの適性を判定すること

であるが, 本人の自由意志によってではなく, 親や

コーチなどの第三者が強制的に胎児や乳幼児の遺伝

情報を調べ, 特定のスポーツ選手として子どもを選

り分けることをするならば, プライバシーの問題含

め, スポーツへの自由参画が脅かされかねない事態

となる.

また, 遺伝子ドーピングからゲノム編集ドーピン

グの時代へ移行しつつあるという指摘を行ったのは,

国内外の遺伝子操作技術やその倫理的問題に詳しい

石井である. 石井は, これまでの遺伝子治療技術で

はなく, ゲノム編集技術が登場した現在においては,

遺伝子ドーピングは近い将来に現実のものとなるか

もしれないと指摘している (石井, 2017). とくに,

昨今, 第三世代のゲノム編集である CRISPER/

Cas9 の登場により, 遺伝子工学の世界は急速な進

展を見せている. 石井によれば, ゲノム編集とは,

新型の遺伝子工学ツールであり, 従来の遺伝子組み

換え技術よりも圧倒的に効率よく遺伝子を改変する

ことができるという (石井, 2017). 従来の遺伝子

組み換え技術と, ゲノム編集の違いについては専門

誌に譲るが, 生命の設計図であるゲノムの自由自在

な改変が, 今や可能ということである.

このゲノム編集の登場により, 遺伝子ドーピング

も新たな局面を見せている. いわゆる遺伝子組み換

え技術というのは, 細胞外でDNAを切断したり再

結合したりして, ある細胞に目的とする遺伝子を組

み込むということが行われていた. こうすることで,

ある生物に, もともとは存在していなかった遺伝子

(外来遺伝子) を外から導入するわけである. しか

し, ゲノム編集技術は, 細胞内で直接DNAを操作

し, 遺伝子を改変することができる. しかも, 石井

によれば, CRISPER/Cas9 の登場により, 同時に

複数の遺伝子を編集することが容易に可能となった

という. 当該技術がどのように遺伝子ドーピングと

して応用可能かと言えば, たとえば, 筋肉の成長を

抑制するミオスタチン (以下, MSTN と示す) 遺

伝子に, 非相同末端結合で変異を与えることにより,

筋肥大をさせるなどがある. この方法を採用すると,

遺伝子組み換えの際に必要となる導入遺伝子が発見

されないため, ドーピング検査で特定することは難

しい. さらに, MSTN 遺伝子においては, 先天的

に抑制的な人もいるのであり, MSTN 遺伝子を検

査して異常値が出たとしても, 生まれつきの固有な

性質であると主張されれば, ドーピングとして特定

することはできないであろう. すなわち, ゲノム編

集技術がスポーツ界に持ち込まれれば, ドーピング

をドーピングとして同定することすら出来ないとい
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う事態になりかねないのである.

競技スポーツ界に当該技術を持ち込まないように

するためには, 一般社会における遺伝子エンハンス

メントを食い止めることが肝要である. それでは,

根本に立ち返り, 本稿の考察の主題であった, 遺伝

子を操作することの是非について, 先行研究の知見

も踏まえつつ, 一つの見解を示すこととする.

3. 遺伝子を操作することの道徳性をめぐって
自由, 自律, 人格という概念は, 生命倫理学の基

盤として位置づけられてきた. その自由や自律が尊

重される範囲は人格に限定されるという議論が, い

わゆる, 人格論の中で展開されてきた. その代表的

な論者にトゥーリーがいる.

トゥーリーは, ｢嬰児は人格を持つか｣ の論文の

中で, ①何があるものを人格にするのか, ②何があ

るものに生存する権利 (道徳的諸権利) を与えるの

か, という問いを立て, 考察を試みている (Tooley,

1972)9. その問いに対するトゥーリーの応答の一つ

は, ｢X は人格である｣ ということは, ｢X は生存

する (重大な) 道徳的権利を持っている｣ ことと同

義である, とするものである. すなわち, 少なくと

も, 人格とは何かということに対しては, 人格と,

人間は互換性のある用語ではないことを示し, 有機

体すべてが人格であるわけではないと述べる. そし

て, ｢あるものが人格になる つまり生存する重

大な権利を持つ ためには, どのような諸性質を

持たねばならないか｣ (p.44) という問いに対し,

次のように解答する.

ある有機体は, 諸経験とその他の心的状態の持続

的主体としての自己の概念を持ち自分自身がそのよ

うな持続的存在者であると信じているときに限り,

生存する重大な権利を持つ. (Tooley, 1972, p.44)

ここに示されているように, トゥーリーに従えば,

｢自己意識｣ が人格なのであり, 道徳的諸権利を有

するということになる.

トゥーリーの考え方を踏まえると, 生物学的に物

質とされる遺伝子は, 道徳的諸権利を持たない. 親

が生殖細胞を操作, 改良し, 親の望むままに子ども

をデザインすることは, その操作の対象が人格でな

い限りにおいて, 親の自由が優先されることになる.

これは, 人工妊娠中絶における, 非人格である胎児

よりも人格としての親の権利が優先される, という

主張と似た論理構造を持つ.

このようなトゥーリーの人格論に対する批判の一

つは, 非人格には道徳的諸権利を認めないという,

非人格切り捨て論であるという指摘である. 人格を

持つための条件を自己意識に帰するならば, たとえ

ば, 認知症患者や重篤な意識障害の患者, あるいは

胎児や乳児などは人格とは見做し得ない. 藤野

(1998) は, ｢トゥーリーの考え方に従えば, 自己意

識を持たない胎児や嬰児は 『人格』 を持たないので,

人工妊娠中絶や嬰児殺しは倫理的に許されることに

なる. 当然ながら, この自己意識中心主義の考え方

ではあまりにも問題が多すぎるということで修正が

なされた｣ (p.218) と指摘する.

上述のような批判に応答する形で, エンゲルハー

トが人格論をめぐり, 自身の主張を展開した. エン

ゲルハート (1988) は, ｢人格の概念には 1 つのも

のしか存在しないという誤った仮定が, 混乱を生ぜ

せしめる｣ (p.26) とし, 二つの人格概念を提唱す

ることにより, 当該批判に応えようとした. 一つは

厳密な意味での人格であり, 自己意識を持ち, 理性

的行為が可能な者を指す. 広義の意味におけるもう

一つの人格は, 自己意識を持たない, あるいは未だ

自己意識を持つに至らない者が対象であるが, それ

を, ｢社会的意味における人格｣ と見做した. すな

わち, ｢人格であるかの如くして社会的役割を担わ
・・・・・・・・・・・

された, 人間の生物学的生命の事例について用いら

れるところのものである (傍点は筆者による)｣

(p.27) と, この広義な意味における人格について

説明している.

このようにエンゲルハート (1988) は, ｢人格を

道徳的行為者と同一視する限りは, われわれは, 人

格概念の適用範囲から自己意識を持たない存在者を

除外することになる｣ (p.27) という問題意識から,

社会的な意味における人格概念を提唱し, 社会参画

の一員として組み込もうとした. しかしながら, 根
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本的には, ｢単に植物的であるにすぎない生命は,

価値を持つことはありえても, 権利は全く持たない｣

(p.20) という考え方があるのであり, たとえば,

｢人間の生物学的生命のすべてが, 人間の人格的生

命の事例であるわけではない. …人間の配偶子, 培

養液中の人体細胞, これらはすべて人間の (人格的

生命ではなく) 生物学的生命の事例とみなされる
・・・・・・・・・

(括弧内, 傍点は筆者による)｣ (p.21) として, あ

たかも物件として見做している. エンゲルハートは,

そのような社会的意味における人格に対して, ｢…

厳密には人格でないにもかかわらず人格として扱わ

れる. …本来は人格が持つところの欲求や欲望を持っ

ているかの如くに扱われる｣ (p.26) と述べており,

このような人格の用法を, ｢人格であるかの如くし

て社会的役割を担わされた, 生物学的生命の事例に

ついて用いられるところのものである｣ (p.27) と

する.

このエンゲルハートの主張には, 二つの問題があ

る点を指摘したい. 一つには, たとえば藤野が指摘

しているように, 自己意識と理性を尊重する人格論

に内包される, ｢人格｣ と ｢物件｣ という二分法的

思考の修正のために導入した, ｢社会的意味におけ

る人格概念｣ が, 結局, この二分法的思考から脱却

し得ていないという問題である (藤野, 1998). も

う一つには, もし人格の前提が自己意識であるとす

る立場にたつならば, 人格ではないものをあたかも

人格と見做し得る, その ｢社会的意味における人格｣

の根拠が明示されていないということである. この

解釈がむやみに拡大解釈されるならば, 乳児や胎児

はおろか, 動物や植物, あるいは石や岩なども同一

に権利を持つというような議論に陥りかねないだろ

う.

そこで, 上述の指摘した内容を踏まえ, 以下のよ

うな問いを立てたい. すなわち, 人格ではないと見

做している者を, あたかも人格として扱うことによっ

て道徳的諸権利を保障するならば, その根拠はどう

説明し得るのか. 換言すれば, 非人格の道徳的地位

を保障するためにはどうすればよいかという問いで

ある. 以下, 第 4項において, 当該課題について検

討する.

4. 非人格の道徳的地位
ここまで, 非人格の道徳的地位をめぐり, 人格論

の先行研究を見てきたが, トゥーリーにしても, エ

ンゲルハートにしても, 道徳的地位や権利の問題に

ついて, 対象の状態に即して議論している点が共通

している. この点を一つの課題点として捉え, 対象

の状態に依存するのではなく, 対象がどのような状

態であろうと 人格であろうと, 非人格であろう

と , 道徳的権利や道徳的地位をめぐり, ｢対象

にとっての対象｣ , すなわち, ｢われわれ｣ がどの

ような態度を示すべきかという, ｢こちら｣ 側の義

務や責務という視点で考えることを, 一つの方途と

して探りたい. その思考の枠組みとして, カントの

自己義務概念を参考にする. カントの自己義務概念

を参考にする理由は, 道徳的問題に関わる判断につ

いて対象に依存するのではなく, 人間が対象に対し

てどう応答するべきかという視点で考察をしている

からである.

『道徳形而上学』 第二部第一篇, 第一部第一巻第

二章挿入節 ｢人間の自己自身に対する義務であると

ころのものを, 他のものに対する義務と見做すとい

う, 道徳的反省概念の曖昧さについて｣ (Kant,

1797)10 においては, カントは, 人間が人格以外の

対象に対して, 義務をもつのか否かという問題につ

いて言及している.

たとえば, 近年, 動物の権利や自然の権利などが

注目を集めてきた. 環境倫理学においては, たびた

び, 自然や動物にも権利があるという主張が展開さ

れている. ナッシュ (1999) は, 『自然の権利』11 の

なかで, 倫理の拡大の歴史について言及しており,

倫理の対象範囲の変化の過程に着目している. すな

わち, 歴史的に見れば, 黒色人種や黄色人種, 女性

などが倫理理論上では一つの権利, 立場を確立して

きたのであり, さらに人格でないもの, 人間でない

もの, 動物や植物, 岩石などの物質などにまで, 倫

理の対象範囲が進展するであろうと見ている. ある

いは, 環境神学者は, 神の創造物を基本とした, あ

りとあらゆるものに対する倫理の拡大を主張する.

しかし, この見解を無批判に受け入れられない理

由は, エンゲルハートの ｢社会的意味における人格｣
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と同様に, その権利付与の根拠の曖昧さにある. カ

ントの自己義務概念が興味深いのは, そのような義

務を担えない主体を切り捨てるような人格論でも,

人格ではないものをあたかも人格とみなして道徳的

権利を付与しようとするものでもなく, ｢人格以外

のものに対する配慮｣ を保障しようとしているから

である.

『道徳形而上学』 における第一部 ｢法論の形而上

学的基礎論｣ の中の, ｢道徳の形而上学の基礎概念｣

によれば, 人格 (Person) とは, ｢行為の責任を負

うことのできる主体｣ であり, 一方, 人格から切り

離された物件 (Sache) とは, ｢責任を負わせるこ

とのできない物｣ として峻別された. このように,

人格と非人格を峻別した上で, カントは, ｢人格以

外に対する義務｣ ではなく, ｢人格以外に関する,
・・・ ・・・

自己に対する義務｣ を確保した.

自己義務とは, わたし自身がわたし自身に義務づ

けることであるが, カントは, まずその義務の主体

を次のように限定する.

たんなる理性にしたがって判断すれば, 人間は,

普通にはたんに人間 (自己自身あるいは他人) に

対する義務のほかにはいかなる義務も持っていな

い. というのは, 人間のなんらかの主体に対する

義務は, この人間の意志による道徳的強要だから

である. それゆえ, (義務を) 強要する主体は,

まず, 人格でなければならぬ. 第二に, この人格

は経験の対象として与えられてなければならない.

(Kant, 1797, S.223)

まず, 道徳において重要な概念である義務につい

て, その主体を人格に限定している. したがって,

カントの立場においては, 非人格である遺伝子や細

胞のような物件は, 義務づけを為し得る主体ではな

いということになる.

また, 義務の対象については, 人間以外の存在に

対しては, いかなる義務も持つことができないと立

場を明確にした上で, しかしながら, 人間が他の存

在に対する義務と思い込んでいるものは, じつは他

の存在に関する, ｢自己に対する義務｣ であると主
・・・ ・・・

張する. 以下の文を確認したい.

被造物の中で理性を欠いてはいるが, 生命のある

部分に関しては, 動物を手荒に, そして同時に残

酷に取り扱うことは, さらに一層心の底から人間

の自己自身に対する義務に背いている. なぜなら,

そうすることにいって, 人間の内に依存している

これらの苦痛に対する共感は鈍化され, それによ

り他人との関係における道徳性にきわめて役に立

つ自然的要素もまた弱められ, 次第に抹殺される

ことになる－もっとも, それらを素早く苦痛のな

いようにと殺したり, あるいはまたそれらを能力

の限界を超えない範囲においてのみ働かせること

などは人間の権能に属しているとしても. (Kant,

1797, S.443)

この文章においては動物の例が取り上げられてい

るが, たとえば非人格に対する行為そのものが, 虐

待する主体たる人格としての, 人間の道徳性を破棄

することを根拠に, 非人格に対する ｢道徳的配慮が

欠如した行為｣ を批判していると捉え得る. これは,

｢間接的には, すなわちこの動物に関する人間の義
・・・

務に属している. しかしながら, 直接的にみるなら

ば, それはあくまでも人間の自己自身に対する義務
・・・

である｣ (S.443) のである. このようなカントの見

解は, 動物だけではなく, 非人格一般に応用可能な

見解である. たとえば, 動物でなくとも, 自然にお

けるたとえ生命のない物件に対しても, 同様の理由

から, いたずらに破壊することは, 自分自身の義務

に背いていると言えるであろう12.

松田 (2005) は, 生殖細胞操作について, ｢生殖

細胞への遺伝子的介入は一方的であり, 不可逆的で

修正不可能である. 過去の威力が未来を永久に縛り

続けることになる｣ (p.140) として批判した. その

主張の根拠をカントの立場に従いつつ補足するなら

ば, 問題は, 細胞や遺伝子という物質をあたかも人

格と見做すのではなく, また権利があるからでもな

く, 非人格を一方的に修正不可能な形で操作, 介入

する行為そのものにあるのであり, なぜならそれは,

｢これら非人格に関する, 人間に対する義務｣ に反
・・・ ・・・
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しているから, と言えよう.

5. 今後の課題
ゲノム編集技術は, 新型の遺伝子工学ツールと言

われている. 人間の生命の設計図を書き換えようと

する技術, 人間が人間を製作しようとする技術の進

歩は目覚ましい. そして, このような技術と競技ス

ポーツは, 非常に密接な関係にある.

競技スポーツ界は, これまでのドーピング対策と

は異なる, 抜本的なアンチ・ドーピング活動の見直

しが求められていると言えるだろう. そのためには,

遺伝子工学やゲノム編集の最先端の技術の知見を学

ぶとともに, 学際的な視点をふまえた遺伝子ドーピ

ングに対する原理的考察が不可避である. 本稿では,

なぜ遺伝子を操作してはいけないのか, もしいけな

いとすればそれはどのような根拠が存するのか, と

いう問いを立て, カントの自己義務の概念から考察

を試みた. 一つの結論として示された, 自分自身に

対する義務という考え方は, 現代社会においてこそ,

見直されてしかるべき概念と言えよう.

高度な医科学技術を歴史的に取り込んできたスポー

ツ界だからこそ, 遺伝子操作技術に対する見解を,

社会へ発信していく必要がある. スポーツとは何か,

そして, スポーツを担う人間とは何かという問題が,

いま, 改めて問われている.
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１ バンベリー・ワークショップに関する詳細については,
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therapy. In: Steinbock (Ed.) The oxford handbook of

bioethics. Oxford University Press. pp.494-495 を参
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